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Ⅳ 給与の概要 

 

１ 給与決定の原則 

給与を含む県職員の勤務条件は、地方公務員法により、社会一般の情勢に適応 

するように、地方公共団体が随時措置を講ずべきこと（情勢適応の原則）とされて

います。さらに、給与の決定については、職務給の原則、均衡の原則、条例主義の

３原則が定められています。 
① 職務給の原則・・・給与は、職務と責任に応ずるものでなければならない 
② 均衡の原則 ・・・給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員

並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮

して定められなければならない 
③ 条例主義  ・・・給与は、条例で定めなければならず、また、法律又は

これに基づく条例に基づかない限り支給することが

できない 
 

２ 人事委員会の給与勧告制度 

県職員は労働基本権が制約されているため、民間企業の従業員とは異なり、労使

交渉による給与決定が困難です。そこで、専門的・中立的機関として県に設置され

ている人事委員会が、毎年、県内の民間企業従業員の給与等を調査した上で、民間

の給与水準等との均衡が図られるよう給与勧告（人事委員会勧告）を行っています。

この人事委員会勧告をうけて具体的な職員給与の改定方針を決定し、県議会の審議

を経て、給与条例の改正が行われます。 
 
３ 県職員の給与 

県職員の給与は、給料と諸手当からなり、その概要は次のとおりです（令和７年

８月１日現在）。 

（１）給 料 

 給料表  

給料はいわゆる基本給であり、職種に応じた給料表が定められています。 
給 料 表 職       種 

行政職給料表 一般行政事務に従事する職員等に適用 
研究職給料表 研究センター等で試験研究業務に従事する職員に適用 

医療職給料表（二） 健康福祉センター、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医

師、臨床検査技師等である職員に適用 
医療職給料表（三） 健康福祉センター等に勤務する保健師等である職員に適用 

福祉職給料表 児童福祉施設等に勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務

に従事する職員に適用 
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 給料表の仕組み  

各給料表は、職務の複雑、困難、責任の度合いに応じた「職務の級」と、   

同一級を細分化し、職務経験年数による習熟度等を反映させた「号給」との  

組み合わせによって構成されています。各職員の給料は、適用される給料表、

職務の級及び号給が決定されることにより、具体的な金額が決まります。 

（行政職給料表の例）                    

                            

 職務の級  

・職務の複雑、困難及び責任の

度に応じて区分するもの 

・級別の標準職務 

級 標準的な職務 

１級 主事、技師 

２級 主事、技師 

３級 副主査 

４級 係長、主査 

５級 班長、副主幹 

６級 副課長、主幹 

７級 課長 

８級 次長 

９級 担当部長 

10 級 部長 

・上位の職務へ任用されること

に伴い職務の級が上昇する 

（昇格） 

 号給  

・同一級をさらに細分化し、職務経験年数による習熟度等を給料に反映させるもの 

・毎年４月１日に同日前１年間の勤務成績に応じ号給が上昇する（昇給） 

昇
給 

昇
給 

４月１日採用の新卒職員の

場合 

・採用時の給料（初任給） 

上級 １級29号給 

中級 １級19号給 

初級 １級９号給 

・翌年４月１日の給料 

勤務成績が良好（標

準）の場合は４号給上

位の号給に昇給 

上級 １級33号給 

中級 １級23号給 

初級 １級13号給 

昇
給 

中級初任給 

初級初任給 

上級初任給 
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 初任給  

新たに採用された職員の給料（初任給）は、職種、試験区分、学歴免許等に

応じ基準が定められています。 
 
（初任給基準の例）                 

給料表 職  種 試験 学歴免許等 級及び号給 給料月額 

行 政 職 一 般 

上級 （大学卒） １級29号給 225,600 円 

中級 （短大卒） １級19号給 210,600 円 

初級 （高校卒） １級９号給 194,500 円 

研 究 職  上級 （大学卒） ２級５号給 246,200 円 

医療職(二) 
獣医師・薬剤師  大学６卒 ２級17号給 246,800 円 

臨床検査技師など  短大３卒 １級21号給 224,900 円 

医療職(三) 保健師など  大学卒 ２級17号給 260,500 円 

福 祉 職 児童指導員など  
大学卒 １級25号給 232,400 円 

短大卒 １級15号給 220,900 円 

 

また、上位の学歴又は一定の職務経験を有する場合には、一定の基準で算出

された号数を加算した号給に決定されます。 
 

 昇 給  

職員の昇給は、原則として年１回、４月１日に同日前１年間の勤務成績に応じて

行われます。なお、給料表の最高の号給を超えて昇給することはありません。 
 
（昇給の基準） 

総合評価の結果 昇 給 号 給 数 

優秀 ５号給 

良好（標準） ４号給 

努力が必要 ２号給 

かなりの努力が必要 ０号給（昇給なし） 

※ 上記は副課長・主幹級以下及び 55 歳未満の職員の場合です。 

※ 療養休暇、休職、欠勤などにより勤務日の６分の１以上の日数を勤務していない職員は、

３号給以下の昇給号給数となります。 
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（２）諸手当 

諸手当は、職務に関連して支給されるもの、生計費の一部を補助するために支給

されるもの、人材確保のために支給されるものなど、さまざまなものがあります。

以下では、主要な手当について説明します。 

 

 地域手当  

地域における民間の賃金水準等を考慮し、勤務地に応じて支給されます。 
 

（  給料  ＋  扶養手当  ）×  支給割合  

 

 

 

 

 

 

 扶養手当  

扶養親族のある職員に、その親族の別により次のとおり支給されます。 

扶 養 親 族 支 給 月 額 

・配偶者（令和８年度以降は廃止） ３，０００円  

・２２歳の年度末までの子 １１，５００円  

・２２歳の年度末までの孫又は弟妹 

・６０歳以上の父母及び祖父母 

・重度心身障害者 

各６，５００円  

※ 16 歳の年度初めから 22 歳の年度末までの子については、１人につき 5,000 円が

加算されます。 

 

 住居手当  

職員本人が契約した賃貸住宅（職員住宅・寮を除く）に自ら居住し、家賃を

自身で支払っている職員に次のとおり支給されます。 

 

【支給月額】 

     ・27,000 円以下の家賃を支払っている場合   

家賃の額－16,000 円 

・27,000 円を超える家賃を支払っている場合  

11,000 円＋（家賃の額－27,000 円）×1/2 

   

 

区分 支給割合 勤 務 地 

甲 地 17.2％ 特別区（東京都） 

乙 地 9.2％ 県内市町村 

17,000 円限度 
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 通勤手当  
通勤のため、電車等の交通機関を利用する職員、自動車又はバイク等を使用

する職員に次のとおり支給されます。 
 

通 勤 手 段 手 当 額 支給方法 支 給 日 

交通機関利用者 
運賃等相当額 

（６か月定期券代等） 

５月～10月分の定期券代 ４月の給料日 

11月～４月分の定期券代 10 月の給料日 

自動車等使用者 使用距離に応じた一定額 １か月当たりの額 毎月の給料日 

※ ４月１日採用者の場合、４月の支給日に６か月定期券代（５月から10月分）と併せ

て１か月定期券代（４月分）が支給されます。 

 

 時間外勤務手当・休日勤務手当  

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ勤務した場合には、時間外

勤務手当が支給されます。また、祝日や年末年始の休日の正規の勤務時間中に

勤務することを命ぜられ勤務した場合には、休日勤務手当が支給されます。 
 

 勤務１時間当たりの給与額  ×  支給割合  ×  勤務した時間数  

 
手  当 勤 務 し た 時 間 支給割合 

時間外勤務手当 

月曜～金曜 
深夜以外の時間 125/100 

深夜(22:00 ～翌 5:00) 150/100 

土曜、日曜 

（週休日） 

深夜以外の時間 135/100 

深夜(22:00 ～翌 5:00) 160/100 

休 日 勤 務 手 当 正規の勤務時間 135/100 

※ 上記は、夜勤等のない通常の勤務形態の職員の場合です。 

※ 休日において、正規の勤務時間を超えて勤務した場合、その超えた部分については

時間外勤務手当が支給されます（時間外勤務手当の「土曜、日曜」の区分の支給割合

が適用されます。）。 

※ 月６０時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合は、深夜以外は

１５０／１００（深夜は１７５／１００）となります。 
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 期末手当・勤勉手当  

民間企業のボーナスに相当する手当です。基準日に在職する職員等に対して、

６月と１２月の年２回支給され、支給割合等は次のとおりです。 
▽期末手当・・・民間企業のボーナスの一定率（額）部分に相当 

 期末手当基礎額  ×  支給率  ×  在職期間別支給割合  

・ 期末手当基礎額 給料＋扶養手当＋（給料＋扶養手当）×地域手当支給割合 

▽勤勉手当・・・民間企業のボーナスの考課査定部分に相当 

 勤勉手当基礎額  ×  期間率  ×  成績率  

・ 勤勉手当基礎額 給料＋給料×地域手当支給割合 

 
※ ４月１日採用者の場合、６月の在職期間別支給割合（期間率）は 30/100 

 
（一般の職員）                   

支給期 基準日 支給日 
支 給 割 合 

期末手当 勤勉手当※ 合  計 

６月 ６月１日 ６月 30 日 1.25 月分 1.05 月分 2.3 月分 

12 月 12 月１日 12 月 10 日 1.25 月分 1.05 月分 2.3 月分 

計 － － 2.5 月分 2.1 月分 4.6 月分 

※ 条例上の支給割合であり、前年度の総合評価の結果に応じて、下表の支給割合が  

適用されます。 

 

（令和７年度の勤勉手当の支給割合） 

総合評価の結果 勤勉手当の支給割合 

優秀 1.112 月分 

良好（標準） 1.042 月分 

努力が必要 0.942 月分 

かなりの努力が必要 0.6 月分 

 

 その他  

その他の手当として、危険、困難等の特殊な業務に従事したときに支給される

特殊勤務手当、管理職員に支給される管理職手当、職員が退職したときに支給

される退職手当等があります。 
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４ 給与の支給 

 支給日   毎月２１日 

 

 支給方法  当月分を当月の支給日に支給します。 

・ ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当などの実績に    

応じて支給されるものは、当月分を翌月の支給日に支給します。 

・ また、月の中途における採用、退職などの場合は日割計算して支給します

が、扶養手当、住居手当などはその事実が生じた日の属する月の翌月（月の

初日に事実が生じたときはその月）から月額で支給します。 

 

 減 額   欠勤したとき、条例により給与を減額する旨規定されている休暇等  

（看護休暇など）を取得したときは、給与を１時間単位で減額して支給します。 

 

５ 給与関係の手続き 

ア 県では、給与関係の事務処理を総務ワークステーションに集約しており、給与

関係の届出等は、採用後に貸与されるパソコンから庶務共通事務処理システム 

＜しょむ２＞を利用して個々の職員が行うこととしています。 
イ 扶養手当、住居手当、通勤手当など職員の届出に基づき支給される手当に  

ついては、手当の支給要件となる事実が生じた日から１５日以内に所定の届出等

をする必要があります。届出等が遅延した場合は、届出等のあった日の属する月

の翌月からの支給となります。 
 

（参考） 

【給与関係の手続きに関する問合せ先】 

・扶養手当、住居手当、単身赴任手

当、児童手当の届出、認定について 

総務ワークステーション 認定班 

電話 043-350-2115 

ﾒｰﾙ  ws_nintei@mz.pref.chiba.lg.jp 

・通勤手当の届出、認定について 

・旅費について 

総務ワークステーション 旅費班 

電話 043-350-2118 

ﾒｰﾙ  ws_ryohig@mz.pref.chiba.lg.jp 

・給料、諸手当の支給について 

 

 

・給与、諸手当の制度について 

総務ワークステーション 支給第一班 

電話 043-350-2116 

ﾒｰﾙ  ws_sikyu1g@mz.pref.chiba.lg.jp 

人事課 給与班 

 電話 043-223-2464 

・しょむ２の操作方法について 総務ワークステーション しょむ２サポート担当 

電話 043-350-2111 

ﾒｰﾙ  support_ce@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

その日が休日、土曜日又は日曜日のときは、その日前において、

その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日 


